観光研究学会機関誌　「観光研究」
“ The Tourism Studies Quarterly ”
＊＊＊＊＊ 投稿規定＊＊＊＊＊＊
2005年度改定版
（投稿資格）  

1． 日本観光研究学会の正会員で、投稿する年度までの会費を納めていること。

1-2．共同研究を連名で発表する場合は、著者の合計は４名までで、筆頭者は本学会正会員であることを要する（筆頭者以外は非会員でも構わない）。

２．編集委員会が執筆依頼をおこなった執筆者についてはこの限りではない。
（審査料）
３. 審査料は投稿１本につき10,000円とする。

3-2.　審査料は、郵便為替で、投稿論文に同封する。

（投稿原稿の内容）  

４．会員等の著作は、原則として「論文」「研究ノート・資料・調査報告等」「討議」および「書評・文献紹介」の４種類とする。

５．４における「論文」「研究ノート・資料・調査報告等」「討議」は、会員の自由応募による一般原稿（以下一般原稿）を原則とするが、「書評・文献紹介」は編集委員会が執筆を依頼する。

６．一般原稿の内「論文」「研究ノート・資料・調査報告書」は、未発表のものとする。ただし、以下の(1)～(5)であって、観光研究投稿用に内容、構成等をまとめ直した場合は、既発表のものでも差し支えない。

(1)本学会の大会で発表したもの。

(2)他学会等への審査付きではない投稿論文。

(3)シンポジウム、研究発表会、国際会議等で梗概または資料として発表したもの。

(4)大学の紀要、研究機関の研究所報等で部内発表したもの。

(5)国、自治体、業界、団体からの委託研究の成果報告書（ただし、応募者が著作権を有する等、応募に際して支障のないものに限る）

6-2．「討議」は、未公刊のものであること。

７．機関誌へ掲載される一般原稿は、審査を受け、編集委員会が掲載を認めたものに限る。

（論文）

８．「論文」は、観光研究上独創的で有益な研究で、観光研究およびその関連諸学問領域ならびに研究領域の理論的・方法論的成果について評価考察した「理論的方法論的研究」であるか、関連研究成果の検討の上に構築された理論モデルを提示しおこなう「実証研究」であること。

（研究ノート・資料・調査報告）

９．「研究ノート・資料・調査報告」は以下の内容を含む短い報告であること。

9-2．既発表の研究成果への新たな知見や追加データを提示するもの。

9-3．新しい調査方法、実測方法、特色ある調査や実験の速報をするもの。

9-4．特色ある計画、設計、施行などの提示をするもの。

（討議）

10．「討議」は、既発表の「論文」、「研究ノート・資料・調査報告」等に関する質問や意見およびその回答であること。

（執筆の形式）

11．投稿原稿はその種類にかかわらず題目、著者、著者の所属、要約、キーワード、本文を含むものとし、注、参考・引用文献、付録、付表等を必要とする場合はこれを含むものとする。

12．投稿原稿の言語は日本語を原則とし、外国語で作成する場合は英語とする。ただし、日本語についてはできる限り常用漢字を用いることとし、また英語はWebster’s Unabridged Dictionaryの表記にしたがうものとする。

13．投稿原稿の要約ならびにキーワードは、使用される言語にかかわらず日本語および英語で作成するものとする。

14．投稿原稿は、投稿規定、執筆要項にしたがい、文章等はすべて著者によりワードプロセッサで作成し、図、表、数式等ワードプロセッサで作成できないものは著者の責任で版下を作成した完成原稿とする。

14-2.投稿原稿の印刷は前項の規定により作成された原稿を版下とし、直接おこなう。著者による校正をおこなわない。

15．詳細な原稿の作成方法ならびに注、引用文献の表記方法等は、執筆要綱に定める。

（規定原稿枚数と原稿の超過料金）

16．投稿原稿の刷りあがりページ数は以下の規定ページ数とする。これを越える場合は、超過分が超過最大ページ数以内であることを原則として認めるが、超過ページ数分の印刷費用等に相当する以下の料金を執筆者から徴収する。ただし、編集委員会の依頼原稿の場合はこの限りではない。
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（投稿申し込み用紙）
17.投稿に際しては、投稿申し込み用紙に必要事項を記入し、原稿とともに提出する。投稿申し込み用紙は編集委員会に請求する。

（投稿方法・原稿送付先）
18．一般原稿の締切は、毎年3月、6月、9月、12月の各月末とし、締切後に審査の手続きを開始する。

19．原稿の提出先は　〒352-8558 埼玉県新座市北野1-2-26 立教大学観光学部内、日本観光研究学会編集委員会　とする。

20．一般原稿の投稿は、原稿の原本と鮮明なコピー２部をつけて提出する。コピーのうち１部は、氏名・所属を空欄にしたものとする。

21. 提出された原稿は原則として返却しない。

（審査）

22．投稿された一般原稿については、編集委員会が専門委員会に審査を依頼する。

23．編集委員会は専門委員による審査結果報告にもとづいて採否、修正指示等の措置を決定し、執筆者に伝える。

（著作権）

24．掲載論文の著作権は著者に帰属するものとし、本会はその編集出版権をもつものとする。

（抜刷）

25．執筆者には、本誌３部を贈呈する。なお、抜刷を希望する執筆者は、投稿時に申し出ること。50部を単位として印刷費用実費を負担するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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